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次 第

１．紹介受診重点医療機関の選定（更新）に向けた協議

２．２０４０年を見据えた新たな地域医療構想

３．２０２６年診療報酬改定

４．病床機能転換事業補助金の単価改定

５．個別医療機関の医療機能の見直し（公立病院の建替え）



１．紹介受診重点医療機関の更新に向けた協議
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紹介受診重点医療機関とは

かかりつけ医などからの紹介状
を持って受診することに重点を
おいた医療機関

⚫手術・処置や化学療法等を必要と
する外来、放射線治療等の高額な
医療機器・設備を必要とする外来
などを実施

⚫紹介状のありなしにかかわらず、
受診は可能だが、紹介状がなく来
院する患者は、一部負担金（３割
負担等）とは別の「特別の料金」
（定額負担で医療機関により異な
る）が原則必要（診療報酬の加算
もあり）

⚫当該機関については、意向や紹介
率・逆紹介率等を活用して、毎年
度、協議の場（地域医療構想調整
会議等）で協議を行い、協議が
整った医療機関は都道府県が公表

出典：紹介受診重点医療機関について（厚生労働省）
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/
0000123022_00003.html

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000123022_00003.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000123022_00003.html


R5.5.17事務連絡
外来機能報告制度における
協議の進め方について
（厚生労働省）

紹介受診重点医療機関の公表に係る協議の場の進め方
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紹介受診重点医療機関として「意向あり」かつ「基準を満たす」医療機関

⚫ 特別な事情が無い限り、紹介受診重点医療機関となることを想定。

協議事項

医療圏 医療機関名
紹介受診
重点医療

機関の意向

基 準 参 考

（参考）
医療機関の
機能

（参考）
R8.2.1

一般病床の
許可病床数

基準を
満たす

医療機関

初診に占める
重点外来の割合
【基準：40%以上】

再診に占める
重点外来の割合
【基準：25％以上】

紹介率 逆紹介率

紹介率
50％以上
及び

逆紹介率
40％以上

石川中央

金沢市立病院 〇 ○ 66.6 28.2 64.6 84.3 ○
地域医療支援

病院
275

金沢赤十字病院 〇 ○ 53.5 39.1 62.1 91.3 ○ 243

石川県済生会金沢病院 〇 ○ 66.6 35.4 66.4 75.1 ○ 260

浅ノ川総合病院 〇 ○ 57.9 42 72.4 71.5 ○ 339

JCHO金沢病院 〇 ○ 43.7 34.1 37.9 57 × 248

金沢大学付属病院 〇 ○ 72.6 31.1 82.7 101 ○ 特定機能病院 792

金沢医療センター 〇 ○ 68 32.3 86.4 98.8 ○
地域医療支援

病院
512

心臓血管センター
金沢循環器病院

〇 ○ 77.4 27.8 42.5 112.9 × 84

石川県立中央病院 〇 ○ 67.4 42.2 84.1 104.3 ○
地域医療支援

病院
628

公立松任石川中央病院 〇 ○ 66.2 31.3 77.2 89.9 ○
地域医療支援

病院
275

金沢医科大学病院 〇 ○ 63.3 26 58.6 65.6 ○ 特定機能病院 771

１
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紹介受診重点医療機関として「意向なし」かつ「基準を満たす」医療機関

⚫ 医療機関の意向が第一であることを踏まえ、協議の場で説明の上、紹介受診重点医療機関とならない
こととされている。

⚫ 今回は該当する医療機関はない。

協議事項

医療圏 医療機関名
紹介受診
重点医療

機関の意向

基 準 参 考

（参考）
医療機関の
機能

（参考）
R8.2.1

一般病床の
許可病床数

基準を
満たす

医療機関

初診に占める
重点外来の割合
（基準：40%以上）

再診に占める
重点外来の割合
（基準：25％以上）

紹介率 逆紹介率

紹介率
50％以上
及び

逆紹介率
40％以上

石川中央 該当なし

２
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紹介受診重点医療機関として「意向あり」かつ「基準を満たさない」医療機関協議事項

医療圏 医療機関名
紹介受診
重点医療

機関の意向

基 準 参 考

（参考）
医療機関の
機能

（参考）
R8.2.1

一般病床の
許可病床数

基準を
満たす

医療機関

初診に占める
重点外来の割合
（基準：40%以上）

再診に占める
重点外来の割合
（基準：25％以上）

紹介率 逆紹介率

紹介率
50％以上
及び

逆紹介率
40％以上

石川中央

３

該当なし

⚫ 紹介受診重点外来に関する基準に加え、紹介率・逆紹介率の数値を考慮した上で、紹介受診
重点医療機関となるべきか検討することとされている。

⚫ 今回は該当する医療機関はない。
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２．２０４０年を見据えた新たな地域医療構想
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2040年を見据えた新たな地域医療構想

R7年度以内に国から新たな地域医

療構想に関するガイドラインが示さ

れ、これを基に、R8年度に県の新

たな地域医療構想を策定

新たな地域医療構想において、

・病床機能における「包括期機能」

の設定

・医療機関機能に関する追加 等

が予定されている

出典：
「新たな地域医療構想等に関する検討会」の
とりまとめ（厚生労働省）
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_474
65.html

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_47465.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_47465.html
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病床機能における「包括期機能」

病床機能における「包括期機能」

は、これまでの回復期機能に加え、

高齢者等の急性期患者について、

治療と入院早期からのリハビリ等

を行い、早期の在宅復帰を目的と

した治し支える機能 が追加

出典：
令和8年3月3日 「第12回地域医療構想及び医
療計画等に関する検討会」資料1-1（厚生労働
省）
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_670
46.html

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_67046.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_67046.html
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医療機関機能

出典：
令和7年8月8日 「第２回地域医療構想及び医療
計画等に関する検討会」資料１（厚生労働省）
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_611
46.html

新たな地域医療構想では、

各医療機関は、下記の医療機関

機能を報告する予定、

・高齢者救急・地域急性期機能

・在宅医療等連携機能

・急性期拠点機能

・専門等機能

R7.11.25 R7年度第2回
石川中央地域医療構想

調整会議 資料

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_61146.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_61146.html
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医療機関機能

石川中央医療圏においては、左

記囲いの部分を念頭に、今後各

医療機関の医療機能について、

検討を行うこととなる予定

（R7.8月時点での厚生労働省 案）

出典：
令和7年8月8日 「第２回地域医療構想及び医療
計画等に関する検討会」資料１（厚生労働省）
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_611
46.html

R7.11.25 R7年度第2回
石川中央地域医療構想

調整会議 資料

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_61146.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_61146.html
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医療機関機能における「急性期拠点機能」

出典：
令和8年1月28日 「第10回地域医療構想及び医
療計画等に関する検討会」資料１（厚生労働
省）
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_693
56.html

急性期拠点機能を持つ病院を設定す

るにあたり、

・救急搬送や全身麻酔手術等の医療

資源を要する診療実績等を基本に

設定する

・ただし、経営状況や建物の状況等

を鑑み、最終的には総合的に協議

する

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69356.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69356.html
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急性期拠点機能を持つ医療機関は、

遅くともR10年度までに決定

ただし、急性期拠点機能の数は、

手術件数や他区域からの流入件数

を鑑み、弾力的に設定することが

可能

出典：
令和7年12月12日 「第８回地域医療構想及び
医療計画等に関する検討会」資料１（厚生労働
省）
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_670
46.html

医療機関機能における「急性期拠点機能」

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_67046.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_67046.html


R8年度以降、現在実施している

「病床機能報告」と一体的に、

「医療機関機能報告」を実施予定

具体的な報告内容は、左記のとおり

16

医療機関機能報告・病床機能報告

出典：
令和8年1月16日 「第９回地域医療構想及び医
療計画等に関する検討会」資料１（厚生労働
省）
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_687
18.html

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_68718.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_68718.html
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新たな地域医療構想の策定に向けたスケジュール

出典：
令和7年10月15日 「第５回地域医療構想及び
医療計画等に関する検討会」資料１（厚生労働
省）
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_646
31.html

当県では、新たな地域医療構想の策定・医

療計画に関して、R7年度中に国から示さ

れるガイドラインを基に、

●R8年度

・将来の方向性・病床数の必要量の推計

・能登半島地震を踏まえた医療計画の更新

●R9・10年度

・医療機関機能に着目した、地域の医療機

関や病床の機能分化・連携協議

を実施し、これに従って

・県全体の地域医療構想部会

・各医療圏地域医療構想調整会議

・5疾病6事業等の各種部会 等

を開催する予定

R7.11.25 R7年度第2回
石川中央地域医療構想

調整会議 資料

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_64631.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_64631.html


今後の地域医療構想調整会議の予定（案）

●R8.4月～R9.9月

・構想区域（2次医療圏）ごとの現状把握

に努め、医療機関機能の確保その他新た

な地域医療構想に資する課題を設定

・必要に応じて、構想区域の見直しを実施

●R9.10月～R10.3月

・新たな地域医療構想に係る取組の方向性

を決定し、具体的な取組策を検討

→R17を目途に、一定の成果を出す

※R8年度～の医療機関機能報告・病床機

能報告で、国から各病院へ上記検討に

必要なデータの報告を求める予定。
18

地域医療構想調整会議の進め方

出典：
令和8年1月28日 「第10回地域医療構想及び医
療計画等に関する検討会」資料１（厚生労働
省）
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_693
56.html

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69356.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69356.html


当県において、

●県医療審議会、県地域医療構想部会

・全体的な事項

・広域的な連携に関する事項

●各医療圏の地域医療構想調整会議

・構想区域の見直し

・地域ごとの医療機関機能、病床機能

・外来医療

・在宅医療、介護との連携

●県地域医療対策協議会

・医療従事者の確保

を協議することとなる予定
19

各種会議での検討事項と協議の場

出典：
令和8年1月28日 「第10回地域医療構想及び医
療計画等に関する検討会」資料１（厚生労働
省）
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_693
56.html

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69356.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69356.html


新たな地域医療構想の策定に向けて、

●市町関係者

・地域全体の医療提供体制の構築・維持

や、連携・再編・集約化への協力

・介護側の課題の共有、医療と介護の

連携に向けた取組の推進

●介護関係者

・医療における課題の解決に向けた取組

への協力

・入所者の重症化予防や、医療機関から

施設への早期退院に向けた取組の推進

の役割を果たすこととなる

20

新たな地域医療構想の策定に向けた市町・介護関係者の役割

出典：
令和8年1月28日 「第10回地域医療構想及び医
療計画等に関する検討会」資料１（厚生労働
省）
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_693
56.html

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69356.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69356.html
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３．２０２６年診療報酬改定



⚫ 2026年度診療報酬改定では、急性期拠点機能を評価する診療報酬点数（急性期病院Ａ一般入院料、急性期総合体制加算など）が創設され、
急性期入院基本料Aの施設基準は、
①救急搬送件数2,000件/年以上かつ全身麻酔下手術1,200件/年以上、➁地域包括医療病棟または地域包括ケア病棟入院料がないこと 等

急性期入院基本料Bの施設基準は、
①救急搬送件数1,500件/年以上（または救急搬送件数500件/年かつ全身麻酔手術件数500件/年以上）、➁地域包括医療病棟がないこと 等

とされている。

医療機関施設名
＊能登北部を除き、一般病床

200床以上のみを記載

R7診療報酬の算定状況 診療実績

入院基本料
総合入院体制加算
・急性期充実加算

救急搬送
件数

全身麻酔下
の手術

石
川
中
央

金沢大学附属病院 ICU、NICU、GCU、MFICU、小児 特定機能病院７対１ 2,068 4,056
石川県立中央病院 ICU、HCU、NICU、MFICU、救急 急性期一般入院料１ 〇 4,821 4,126
金沢医科大学病院 ICU、HCU、NICU、 新生児重症 特定機能病院７対１ 2,638 3,859
公立松任石川中央病院 ICU、HCU 急性期一般入院料１ 〇 3,977 1,582
金沢医療センター ICU、小児 急性期一般入院料１ 地ケア 〇 3,584 1,471
浅ノ川総合病院 急性期一般入院料１ 地ケア、回リハ 療養、障害 2,452 1,102
JCHO金沢病院 急性期一般入院料２ 地ケア 1,620 704
金沢市立病院 HCU 急性期一般入院料１ 地ケア 2,194 592
金沢赤十字病院 急性期一般入院料１ 地ケア、回リハ 1,557 603
石川県済生会金沢病院 急性期一般入院料２ 包括医療、地ケア、 回リハ 緩和 1,133 554
城北病院 HCU 急性期一般入院料２ 地ケア、 回リハ 緩和、療養 1,750 148

南
加
賀

小松市民病院 HCU 急性期一般入院料１ 緩和 〇 3,436 1,273
やわたメディカルセンター HCU 急性期一般入院料１ 包括医療、地ケア、 回リハ 700 973
加賀市医療センター HCU 急性期一般入院料２ 包括医療、地ケア、 回リハ 3,409 834

能登
中部

公立能登総合病院 HCU、救急 急性期一般入院料１ 地ケア 〇 2,779 1,212
恵寿総合病院 HCU 急性期一般入院料１ 地ケア、回リハ 〇 1,811 932

能登
北部

市立輪島病院 急性期一般入院料４ 地ケア 621 80
珠洲市総合病院 急性期一般入院料４ 地ケア 454 60

（出典）診療実績は、R7年度病床機能報告を参考。
診療報酬の算定状況は、R7年度病床機能報告を参考に、地域包括医療病棟の算定状況を追記

急性期医療①

22



⚫ また、2026年度診療報酬改定では、①地域医療体制確保加算2（消化器外科、心臓血管外科、小児外科、循環器内科のうち、３つ以内の特定
診療科の医師に手当を支給した場合に入院料へ加算）や②外科医療確保特別加算（外科系医師に手当を支給した場合に手術料へ加算）が設け
られ、外科系医師の集約化を促す内容となっている。

⚫ 石川中央医療圏には、数多くの急性期病院が存在しており、今後、「各病院の意向」や「大学病院の状況」（不足診療科の医師の派遣先を重
点化せざるを得ない状況かどうか）などを踏まえ、持続可能な医療提供体制のあり方について協議を進めていく必要がある。

地域医療体制確保加算2（720点）の新設
（施設基準の抜粋）
•特定機能病院入院基本料または急性期総合体制加算の届出
•消化器外科、心臓血管外科、小児外科、循環器内科のうち、3つ以内で特定した診療科（特定診療科）の医師および医療提供体制の確保に関し以下の特別な配慮
を行っていること
ア：手術及び高度な医療に関する機能分化並びに集約による地域医療の確保について、地域の他の保険医療機関と協議していること
ウ：特定診療科の医師の給与体系に他の診療科の医師とは異なる特別な配慮を行っていること

外科医療確保特別加算（当該手術の所定点数の100分の15）の新設
（施設基準の抜粋）
•特定機能病院入院基本料または急性期総合体制加算の届出
•長時間かつ高難度な手術を年200例以上実施
•当該診療科の経験を５年以上有する常勤の医師が6名以上配置
•当該診療科の医師が行った対象手術件数に応じ、休日手当、時間外手当、深夜手当、当直手当等とは別に、当該加算額の100分の30以上に相当する額を総額とする
手当を当該診療科の医師に支給

内視鏡手術用支援機器加算（15,000点）の新設

（施設基準の抜粋）

• 対象となる手術を合わせて年間200件以上実施

急性期医療➁
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⚫ 2024年度診療報酬改定では、在宅療養支援病院や地域包括ケア病棟を持つ病院等は、介護保険施設等の求めに応じて協力医療機関となること
が努力義務化された。

⚫ また、協力医療機関と介護保険施設等の連携を進めるために、「協力対象施設入所者入院加算」や「介護保険施設等連携往診加算」が新設され、
算定医療機関は、ホームページ等で協力医療機関であることを提示することとなった。

南加賀 石川中央 能登中部 能登北部

加賀市 小松市 能美郡市
白山市・
野々市市

金沢市 河北郡市 羽咋郡市
七尾市・
中能登町

救急告示病院
＊急性期病棟のみ

・小松市民病院 ・公立松任石川
中央病院

・金沢大学附属病院 ・県立中央病院 ・金沢医科
大学病院

救急告示病院

＊地域包括ケア病棟
又は

在宅療養支援病院

・加賀市医療
センター

・久藤総合病院

・石川病院

・やわたメディ
カルセンター

・小松ソフィア
病院

・森田病院

・芳珠記念病院

・能美市立病院

・つるぎ病院

・南が丘病院

・新村病院

・金沢医療センタ― ・浅ノ川総合病院
・金沢市立病院 ・金沢赤十字病院
・済生会金沢病院 ・JCHO金沢病院
・城北病院 ・KKR北陸病院
・金沢有松病院 ・金沢西病院
・古府記念病院 ・金沢聖霊総合病院
・宗広病院 ・みらい病院

・河北中央
病院

・羽咋病院

・宝達志水病院

・富来病院

・能登総合病院

・恵寿総合病院

・輪島病院

・珠洲病院

・穴水病院

・宇出津病院

救急告示病院以外の
在宅療養支援病院

・東野病院 ・寺井病院 ・池田病院 ・安田内科病院 ・石野病院
・小池病院 ・伊藤病院

24

病院と介護保険施設等の連携①

⚫ 2026年度診療報酬改定では、急性期入院基本料A、Bの算定のためには、2,000件/年、1,500件/年以上の救急搬送（夜間時間帯の受け入れが１割以上）を
受けることが必要とされたが、介護保険施設に入所中の患者の救急搬送については、以下を除き救急搬送件数に算入しないこととされた（2027年3月末ま
では介護保険施設からの全ての救急搬送件数を実績に算入可能）。

ア 介護保険施設が協力医療機関に連絡した結果、当該協力医療機関において受入が困難（連絡が取れなかった場合を含む。）であり救急要請した場合

イ 「傷病者の搬送及び受入れの実施に関する基準」に基づく救急搬送の受入れの場合

ウ 急性期病院Ａ又はＢで救急搬送受入後３日以内に当該協力医療機関に転院した場合



南加賀 石川中央 能登中部 能登北部

加賀市 小松市 能美郡市
白山市

・野々市市
金沢市 河北郡市 羽咋郡市 七尾鹿島

１ 介護医療院 ２施設 なし １施設 なし ５施設 １施設 ３施設 ２施設 ３施設

２ 老人保健施設 ５施設 ４施設 ４施設 ５施設 12施設 ２施設 ２施設 ４施設 ３施設

３-１特別養護老人ホーム（広域型） ５施設 ８施設 ３施設 ９施設 19施設 ５施設 ６施設 6施設 ９施設

３-２特別養護老人ホーム（地域密着型） ５施設 １施設 なし 5施設 24施設 ２施設 3施設 2施設 ５施設

４ 養護老人ホーム なし ３施設 なし なし ２施設 なし なし １施設 ３施設

５ 軽費老人ホーム ４施設 ２施設 １施設 ７施設 ８施設 ２施設 １施設 ３施設 ２施設

６ 有料老人ホーム ３施設 14施設 ５施設 23施設 88施設 ７施設 ２施設 １施設 ５施設

７ サ高住 ５施設 ５施設 ２施設 ９施設 28施設 ２施設 １施設 ３施設 １施設

８ 認知症対応型共同生活介護 12施設 12施設 10施設 20施設 54施設 22施設 17施設 14施設 17施設

９ 小規模多機能型居宅介護 15施設 ７施設 ５施設 ５施設 24施設 ５施設 ８施設 ６施設 ８施設

10 看護小規模多機能 なし １施設 １施設 １施設 14施設 １施設 １施設 なし １施設

（小計）１～４の施設数 17施設 16施設 8施設 19施設 62施設 10施設 14施設 15施設 23施設

１～４の定員数 990人 1,277人 507人 1,262人 4,515人 721人 861人 1,168人 1,619人

（小計）５～８の施設数 24施設 33施設 18施設 59施設 178施設 33施設 21施設 21施設 25施設

５～８の定員数 600人 988人 329人 1,991人 6,632人 769人 370人 495人 495人

（合計）１～10の施設数 56施設 57施設 32施設 84施設 278施設 49施設 44施設 42施設 57施設

介護保険施設等の施設数・入所定員数（R7年4月1日時点）

（出典）石川県健康福祉部長寿社会課調べ

病院と介護保険施設等の連携➁

⚫ 2024年度介護報酬改定では、介護保険施設等（下表の1～４）は入所者の状態が悪化した時、①相談や②診療、③入院の受け入れを行う協力医療
機関を指定することを義務化された（経過措置：2027年3月末）。

介護保険施設等（下表の５～８）は、①相談や②診療を行う協力医療機関を指定することが努力義務化された（経過措置：2027年3月）。

⚫ 介護保険施設等の協力医療機関は、県は所管分（下表の青色）を把握しているが、市町管轄分（下表の緑色）は把握できていない。
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市町 類型 施設名
定員

運営主体
協力医療機関

相談 診療 入院入所 ショート

〇〇市

老健施設

老健施設

特養（広域型）

特養（広域型）

特養（広域型）

特養（広域型）

特養（地域密着型）

特養（地域密着型）

特養（地域密着型）

〇〇市

老健施設

老健施設
老健施設

特養（広域型）

特養（地域密着型）

〇〇町

老健施設

特養（広域型）
特養（地域密着型）

介護保険施設等の協力医療機関の一覧（イメージ）

⚫ 県としては、介護保険施設等（特に、介護医療院、老健施設、特別養護老人ホーム、養護老人ホーム）に対して、協力医療機関の情報について関係機関
と情報共有することについて理解を求め、消防本部における搬送先の選定や、3次救急医療機関等における下り搬送先の選定などに役立てること
を検討している。

⚫ 今後、県（長寿社会課）から市町の介護保険担当課に対して、市町の所管している介護保険施設等の協力医療機関の情報提供について、具体的
な相談をさせて頂きたい。
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４．病床機能転換事業補助金の単価改定
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病床機能転換事業補助金の補助基準単価の改定
協議事項

⚫ 医療機関の病床機能に関して、下記の場合に必要な施設・設備整備を支援（地域医療介護総合確保基金を活用）

①急性期向け病棟等から回復期向け病棟・病床への転換

②地域包括ケアシステムの構築に向けた急性期向け病棟・病床等から他用途への変更

⚫ 近年の物価高騰等を考慮し、下記のとおり令和８年度から補助基準の単価を上昇させることとしたいが、よろしいか。

急性期：100床
急性期：50床
回復期：50床

回復期に転換する病床数に応じて必要経費を補助
（新築の場合）補助基準額 × 50床 × 1/2
Ex. 5,187千円 × 50床 × 1/2 ＝ 129,675千円（～R7補助額）

削減病床数に応じて、外来や在宅医療等への転換に必要な経費を補助
補助基準額 × 30床 × 1/2

Ex. 1,837千円 × 30床 × 1/2 ＝ 27,555千円（～R7補助額）

回復期へ
50床転換 病床を

30床削減

外来機能
を強化

急性期：50床 急性期：20床

①急性期→回復期への転換 ②急性期→他用途への転換

補助対象
急性期向け病棟等から、回復期リハ病棟や地域包括ケア病棟・病床への

転換に必要な施設・設備整備
病床削減に併せて実施する医療機関の機能強化に向けた施設・設備整備

補助
基準額

～R7年度 R8年度～ ～R7年度 R8年度～

<施設整備> 新築：5,187千円/床
改修：3,624千円/床

<設備整備> 10,800千円/医療機関

<施設整備>   新築：12,100千円/床
改修： 8,257千円/床

<設備整備>  10,800千円/医療機関
1,837千円/廃止病床 4,264千円/廃止病床

補助率 １／２

①急性期向け病棟等 → 回復期向け病棟・病床 ②地域包括ケアシステムの構築に向けた
急性期向け病棟・病床等 → 他用途への変更



５．個別医療機関の医療機能の見直し（公立病院の建替え）
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個別医療機関の医療機能の見直し（公立病院の新設・建替）

【今回の対象医療機関】

＜協議事項＞ 公立河北中央病院：公立病院の新設・建替え

※今回は、現状の情報共有を実施。
基本構想（今年度策定）が完成し、内容の整理を行った後、
次回の会議（～R8年度夏頃）にて、正式に協議を実施する予定。

・病床機能を見直す医療機関に、理由や変更点、今後のスケジュールについて説明を求める（報告）

・過剰な病床機能への転換を行う場合、当該医療機関の見直しにより、地域の医療提供体制に問題が

生じないか、地域医療構想に沿ったものであるか等の視点から検討（協議）

・公立病院の新設・建替にあたっては、その計画が地域医療構想に沿ったものであるか検討が

必要（協議）

・協議がまとまらない場合は、次の地域医療構想調整会議において、再度、検討を行う
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公立河北中央病院 建設 基本構想

⚫ 公立病院の新設・建替にあたっては、その計画が地域医療構
想に沿ったものであるか検討が必要になります

⚫ 公立河北中央病院から現状の予定・方針等に関するご説明を
いただければと思います。
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